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一定期間のモニター契約や継続購入を前提として、通常価格よりも安い価格で健康食品を販売して

いる事例があります。 

含まれている成分に問題のない健康食品であっても、摂取した時の状況などによっては、体調に影

響が生じることがあります。そのような場合には摂取を控える必要がありますが、体調不良を理由に解約

を申し出ても、事業者から断られることがあります。 

健康食品を長期間にわたって購入する際には、自分の体質も考慮しながら、途中で解約するときの

条件などをよく確認することが必要です。 

 

相談事例１ ＜「無料モニターでお得」のつもりが･･･＞ 

女性誌を見てダイエット用健康食品（サプリメント）のモニターに応募した。６か月間毎月レ

ポートを提出するだけで代金は無料になり、送料のみ負担するという契約だった。サプリメント

を摂取して１週間後に全身がだるくなり、吐き気や便秘の症状が出たので利用をやめた。そ

の旨を事業者に連絡したところ、「レポートを提出しない場合には、当初にさかのぼって通常

価格を支払わなければならない」として、６か月分の請求を受けた。支払わなくてはいけない

か。                                             （２０歳代 女性） 

相談事例２ ＜「長期契約でお得」のつもりが･･･＞ 

「お顔にハリ・ツヤ」との広告を見て、健康食品を注文した。安価なお試しコースを希望して

いたが、「定期購入の方がお得」と勧められ３か月コースで契約した。商品が届いたのでさっ

そく試したところ、数日で全身に発疹とかゆみを生じた。返品したが、ダンボールの外装箱が

ないため返品はできないといわれ、請求書が届いた。納得いかない。    （５０歳代 女性） 
 
 
 
 
 
 
 
 

★ 申込み前の確認が重要 

体調を崩しても、契約期間中は商品が配送され、中途解約ができなかったり、レポートを提出できず

モニター料金から高額な通常価格に切り替わって請求を受けたりするケースもあります。購入前に広

告などに記載されている契約条件をよく確認して、慎重に利用しましょう。 

消費者被害情報 

健康食品を選ぶときには慎重に！ 

～長期契約の際には中途解約の条件にも注意しましょう～ 

消費者へのアドバイス 



★ 健康食品に過大な期待は禁物 

「ダイエットに効果」、「美容によい」、「病気が治る」といったことを内容とする健康食品の広告もある

ようですが、医薬品と違って、身体に対する特定の効能や効果を宣伝・表示することは禁止されてい

ます。健康食品は、あくまで食生活における補助的なものと考えましょう。 

★ 体調が悪化したら、医療機関へ 

 発疹や下痢、吐き気などの体調不良を感じたら、速やかに医療機関を受診し、症状によっては、保

健所にも相談しましょう。 

 

＜健康食品って、どんなもの？＞ 

健康食品とは、一般的な食品のうち、普通の食品より健康によいと称して販売されている食品のことを

指しますが、法的な決まりはありません。「健康補助食品」「栄養補助食品」「栄養強化食品」「栄養調整食

品」「健康飲料」「サプリメント」といったものがありますが、一部の商品（※）を除いて、その効果を国が確認

したものではありません。 

※ 機能等の表示が認められる健康食品 

一定の条件を満たしたものは保健機能食品（特定保健用食品および栄養機能食品）として、限られ

た範囲で機能等の表示が認められ、販売することができます。 

   （参考サイト） 

・ 東京都福祉保健局  

「健康食品を安全に利用するためのポイント」 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/koho/kenkoshokuhin/kenshoku.files/ura.pdf 

・ 独立行政法人 国立健康・栄養研究所 

「健康食品」の安全性・有効性情報  https://hfnet.nih.go.jp/ 

・ 厚生労働省  

「健康食品のホームページ」 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/ 

 

 

★ 消費生活センターに相談を！ 

契約内容に疑問が生じたときや事業者の対応に不審な点があるときには、 寄りの消費生活セン

ターにご相談ください。 

 

 

 

 

※ 悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をし

たことがあるなどの情報をお寄せください。 

 → https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/honnin-form.html 

東京都消費生活総合センター 

０３－３２３５－１１５５（相談専用電話） 


